
第８期における介護保険料算定の考え方

１　現状およびこれまでの推移

（１）第８期計画における介護保険の財源内訳について（全国標準モデル）

（２）　６５歳以上の方（第１号被保険者）および４０歳から６４歳までの方（第２号被保険者）の負担割合の推移

第１期 第２期 第３期 第４期 第５期 第６期 第７期 第８期
平成12～
     14年度

平成15～
     17年度

平成18～
     20年度

平成21～
     23年度

平成24～
     26年度

平成27～
     29年度

平成30～
令和2年度

令和３～
　　５年度

第１号被保険者 17% 18% 19% 20% 21% 22% 23% 23%
第２号被保険者 33% 32% 31% 30% 29% 28% 27% 27%

（３）　調整交付金について
　調整交付金とは、国が負担する25％（施設等給付費20％）のうち、20％（施設等給付費15％）の部分は各市町
村の標準給付費額に対して定率で交付されます。残りの5％の部分は、市町村の努力では対応できない第１号
保険料の格差を是正するための調整交付金として交付されます。
　これにより令和元年度は、国の公費負担5.85％（5％＋0.85％）の調整交付金の交付がありました。

（４）　介護給付費の推移
　平成17年度は22億6千万円でしたが、令和元年度では約39億9千万円となっています。なお、令和２年度
は、41億4千万円の見込みです。
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（５）　介護保険料の推移 単位：円

市名

米原市

大津市

彦根市

長浜市

近江八幡市

草津市

守山市

甲賀市

野洲市

湖南市

高島市

東近江市

栗東市

２　保険料算定までのプロセス
介護保険料推計の流れ
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Ａ：高齢者人口（第１号被保険者数）

Ｂ：要支援・要介護認定数

Ｃ：各サービス量の推計

Ｄ：保険給付費等の推計（３年間分の総額）

Ｅ：第１号被保険者が負担する保険給付費

Ｆ：保険料収納必要額

Ｇ：第１号被保険者全体の賦課額

１人当たりの保険料額（年基準額）

■第１号被保険者数で除して算出。

１人当たりの保険料額＝Ｇ÷第１号被保険者数

■予定保険料収納率で除した算出。

Ｇ＝Ｆ÷予定保険料収納率（99.8％）

■保険給付費等に第１号被保険者負担割合を乗じて算出。第８期計画

の割合は第７期計画と同様に23％です。

※第２号被保者負担割合についても、第７期計画の27％から変更なし。

■財政安定化基金および基金借入れの状況

平成31年3月末時点基金残高：102,436千円 基金借入：なし

令和2年3月末時点基金残高：55,593千円 基金借入累計：9,700千円

令和2年9月末時点基金残高：29,278千円 基金借入累計：99,700千円見込


